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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　専門家によって使用される第１の端末装置と、専門家によるサービスの提供を受ける被
提供者または被提供者を支援する支援者によって使用される第２の端末装置と、前記第１
の端末装置と前記第２の端末装置とによるネットワークを介したコミュニケーションを管
理するサーバとを含むコミュニケーションシステムであって、
　前記第１の端末装置は、
　前記専門家が対面してサービスを提供した前記被提供者または前記支援者に対して、前
記専門家と当該被提供者または当該支援者とを関連付けるための識別情報を、印刷物また
は電子情報として出力する識別情報出力手段と、
　前記識別情報によって前記専門家と関連付けられている前記被提供者または前記支援者
との前記ネットワークを介したコミュニケーションに関する処理を実行する第１のコミュ
ニケーション手段と、を備え、
　前記第２の端末装置は、
　前記識別情報に基づいて、前記サーバに、前記被提供者に関する前記専門家との前記ネ
ットワークを介したコミュニケーションの場の開設を要求する開設要求手段と、
　前記識別情報によって前記被提供者または前記支援者と関連付けられている前記専門家
との前記ネットワークを介したコミュニケーションに関する処理を実行する第２のコミュ
ニケーション手段と、を備え、
　前記サーバは、
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　前記第２の端末装置から送信された前記ネットワークを介したコミュニケーションの場
の開設の要求に応じて、前記被提供者または前記支援者と前記専門家との前記ネットワー
クを介したコミュニケーションの場を開設する開設手段と、
　前記ネットワークを介したコミュニケーションの場における前記被提供者または前記支
援者と前記専門家とのコミュニケーションを管理するコミュニケーション管理手段と、
　前記第２の端末装置から送信された前記ネットワークを介したコミュニケーションの場
の開設の要求により特定される前記被提供者、前記支援者及び前記専門家を、事実行為に
より関係の正当性が担保されたメンバーとして管理するメンバー管理手段と、を備え、
　前記サーバは、前記事実行為により関係の正当性が担保されたメンバーからの要求に応
じて、前記開設手段によって、前記事実行為により関係の正当性が担保されたメンバー以
外の人物に関する前記専門家との前記ネットワークを介したコミュニケーションの場を開
設すると共に、前記コミュニケーション管理手段によって、当該人物を事実行為により関
係の正当性を担保する状態へ促す情報を前記第１の端末装置または前記第２の端末装置の
少なくとも一方に送信することを特徴とするコミュニケーションシステム。
【請求項２】
　前記サーバは、
　前記第２の端末装置から前記ネットワークを介したコミュニケーションの場の開設の要
求を受信した場合に、当該ネットワークを介したコミュニケーションの場に前記専門家を
招待するための招待情報を、前記第１の端末装置に送信する招待情報送信手段を備え、
　前記第１の端末装置は、
　前記招待情報を取得し、前記専門家の指示に応じて、前記招待情報によって招待された
前記コミュニケーションの場に参加するための処理を実行する招待情報取得手段を備える
ことを特徴とする請求項１に記載のコミュニケーションシステム。
【請求項３】
　前記サーバは、前記第１の端末装置によって前記専門家と前記被提供者または前記支援
者とが関連付けられたことに対応して固有の暗号化情報を生成して前記第１の端末装置に
送信し、
　前記第１の端末装置は、前記サーバから受信した前記暗号化情報を前記識別情報出力手
段によって前記識別情報として出力することを特徴とする請求項１または２に記載のコミ
ュニケーションシステム。
【請求項４】
　前記サーバは、前記ネットワークを介したコミュニケーションの場における前記被提供
者または前記支援者と前記専門家とのコミュニケーションの状態を分析し、前記専門家に
関する分析結果を前記第１の端末装置に送信することを特徴とする請求項１から３のいず
れか１項に記載のコミュニケーションシステム。
【請求項５】
　前記サーバは、前記ネットワークを介したコミュニケーションの場における予め設定さ
れた発言間隔の上限に基づいて、前記専門家の発言頻度を分析することを特徴とする請求
項４に記載のコミュニケーションシステム。
【請求項６】
　専門家によって使用される第１の端末装置と、専門家によるサービスの提供を受ける被
提供者または被提供者を支援する支援者によって使用される第２の端末装置と、前記第１
の端末装置と前記第２の端末装置とによるネットワークを介したコミュニケーションを管
理するサーバとを含むコミュニケーションシステムであって、
　前記第１の端末装置は、
　前記専門家が前記被提供者の訪問を受けてサービスを提供した前記被提供者または前記
支援者に対して、前記専門家に関する情報を含む識別情報を、印刷物または電子情報とし
て出力する識別情報出力手段と、
　前記識別情報の出力を受けた前記被提供者または前記支援者との前記ネットワークを介
したコミュニケーションに関する処理を実行する第１のコミュニケーション手段と、を備
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え、
　前記第２の端末装置は、
　前記識別情報に基づいて、前記サーバに、前記被提供者に関する前記専門家との前記ネ
ットワークを介したコミュニケーションの場の開設を要求する開設要求手段と、
　前記識別情報によって表される前記専門家との前記ネットワークを介したコミュニケー
ションに関する処理を実行する第２のコミュニケーション手段と、を備え、
　前記サーバは、
　前記第２の端末装置から送信された前記ネットワークを介したコミュニケーションの場
の開設の要求に応じて、前記被提供者または前記支援者と前記専門家との前記ネットワー
クを介したコミュニケーションの場を開設する開設手段と、
　前記ネットワークを介したコミュニケーションの場における前記被提供者または前記支
援者と前記専門家とのコミュニケーションを管理するコミュニケーション管理手段と、
　前記第２の端末装置から送信された前記ネットワークを介したコミュニケーションの場
の開設の要求により特定される前記被提供者、前記支援者及び前記専門家を、事実行為に
より関係の正当性が担保されたメンバーとして管理するメンバー管理手段と、を備え、
　前記サーバは、前記事実行為により関係の正当性が担保されたメンバーからの要求に応
じて、前記開設手段によって、前記事実行為により関係の正当性が担保されたメンバー以
外の人物に関する前記専門家との前記ネットワークを介したコミュニケーションの場を開
設すると共に、前記コミュニケーション管理手段によって、当該人物を事実行為により関
係の正当性を担保する状態へ促す情報を前記第１の端末装置または前記第２の端末装置の
少なくとも一方に送信することを特徴とするコミュニケーションシステム。
【請求項７】
　専門家によって使用される第１の端末装置と、専門家によるサービスの提供を受ける被
提供者または被提供者を支援する支援者によって使用される第２の端末装置と、前記第１
の端末装置と前記第２の端末装置とによるネットワークを介したコミュニケーションを管
理するサーバとを含むコミュニケーションシステムにおけるサーバであって、
　前記専門家が対面してサービスを提供した前記被提供者または前記支援者に対して、前
記第１の端末装置によって印刷物または電子情報として出力された前記専門家と当該被提
供者または当該支援者とを関連付けるための識別情報に基づいて、前記第２の端末装置か
ら送信された前記ネットワークを介したコミュニケーションの場の開設の要求に応じて、
前記被提供者または前記支援者と前記専門家との前記ネットワークを介したコミュニケー
ションの場を開設する開設手段と、
　前記ネットワークを介したコミュニケーションの場における前記被提供者または前記支
援者と前記専門家とのコミュニケーションを管理するコミュニケーション管理手段と、
　前記第２の端末装置から送信された前記ネットワークを介したコミュニケーションの場
の開設の要求により特定される前記被提供者、前記支援者及び前記専門家を、事実行為に
より関係の正当性が担保されたメンバーとして管理するメンバー管理手段と、を備え、
　前記事実行為により関係の正当性が担保されたメンバーからの要求に応じて、前記開設
手段によって、前記事実行為により関係の正当性が担保されたメンバー以外の人物に関す
る前記専門家との前記ネットワークを介したコミュニケーションの場を開設すると共に、
前記コミュニケーション管理手段によって、当該人物を事実行為により関係の正当性を担
保する状態へ促す情報を前記第１の端末装置または前記第２の端末装置の少なくとも一方
に送信することを特徴とするサーバ。
【請求項８】
　専門家によって使用される第１の端末装置と、専門家によるサービスの提供を受ける被
提供者または被提供者を支援する支援者によって使用される第２の端末装置と、前記第１
の端末装置と前記第２の端末装置とによるネットワークを介したコミュニケーションを管
理するサーバとを含むコミュニケーションシステムにおけるサーバであって、
　前記専門家が前記被提供者の訪問を受けてサービスを提供した前記被提供者または前記
支援者に対して、前記第１の端末装置によって印刷物または電子情報として出力された前
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記専門家に関する情報を含む識別情報に基づいて前記第２の端末装置から送信された、前
記ネットワークを介したコミュニケーションの場の開設の要求に応じて、前記被提供者ま
たは前記支援者と前記専門家との前記ネットワークを介したコミュニケーションの場を開
設する開設手段と、
　前記ネットワークを介したコミュニケーションの場における前記被提供者または前記支
援者と前記専門家とのコミュニケーションを管理するコミュニケーション管理手段と、
　前記第２の端末装置から送信された前記ネットワークを介したコミュニケーションの場
の開設の要求により特定される前記被提供者、前記支援者及び前記専門家を、事実行為に
より関係の正当性が担保されたメンバーとして管理するメンバー管理手段と、を備え、
　前記事実行為により関係の正当性が担保されたメンバーからの要求に応じて、前記開設
手段によって、前記事実行為により関係の正当性が担保されたメンバー以外の人物に関す
る前記専門家との前記ネットワークを介したコミュニケーションの場を開設すると共に、
前記コミュニケーション管理手段によって、当該人物を事実行為により関係の正当性を担
保する状態へ促す情報を前記第１の端末装置または前記第２の端末装置の少なくとも一方
に送信する
　を備えることを特徴とするサーバ。
【請求項９】
　専門家によって使用される第１の端末装置と、専門家によるサービスの提供を受ける被
提供者または被提供者を支援する支援者によって使用される第２の端末装置と、前記第１
の端末装置と前記第２の端末装置とによるネットワークを介したコミュニケーションを管
理するサーバとを含むコミュニケーションシステムにおけるコミュニケーション管理方法
であって、
　前記第１の端末装置が、
　前記専門家が対面してサービスを提供した前記被提供者または前記支援者に対して、前
記専門家と当該被提供者または当該支援者とを関連付けるための識別情報を、印刷物また
は電子情報として出力する識別情報出力ステップと、
　前記識別情報によって前記専門家と関連付けられている前記被提供者または前記支援者
との前記ネットワークを介したコミュニケーションに関する処理を実行する第１のコミュ
ニケーションステップと、を含み、
　前記第２の端末装置が、
　前記識別情報に基づいて、前記サーバに、前記被提供者に関する前記専門家との前記ネ
ットワークを介したコミュニケーションの場の開設を要求する開設要求ステップと、
　前記識別情報によって前記被提供者または前記支援者と関連付けられている前記専門家
との前記ネットワークを介したコミュニケーションに関する処理を実行する第２のコミュ
ニケーションステップと、を含み、
　前記サーバが、
　前記第２の端末装置から送信された前記ネットワークを介したコミュニケーションの場
の開設の要求に応じて、前記被提供者または前記支援者と前記専門家との前記ネットワー
クを介したコミュニケーションの場を開設する開設ステップと、
　前記ネットワークを介したコミュニケーションの場における前記被提供者または前記支
援者と前記専門家とのコミュニケーションを管理するコミュニケーション管理ステップと
、
　前記第２の端末装置から送信された前記ネットワークを介したコミュニケーションの場
の開設の要求により特定される前記被提供者、前記支援者及び前記専門家を、事実行為に
より関係の正当性が担保されたメンバーとして管理するメンバー管理ステップと、を含み
、
　前記サーバは、前記事実行為により関係の正当性が担保されたメンバーからの要求に応
じて、前記開設ステップにおいて、前記事実行為により関係の正当性が担保されたメンバ
ー以外の人物に関する前記専門家との前記ネットワークを介したコミュニケーションの場
を開設すると共に、前記コミュニケーション管理ステップにおいて、当該人物を事実行為
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により関係の正当性を担保する状態へ促す情報を前記第１の端末装置または前記第２の端
末装置の少なくとも一方に送信することを特徴とするコミュニケーション管理方法。
【請求項１０】
　専門家によって使用される第１の端末装置と、専門家によるサービスの提供を受ける被
提供者または被提供者を支援する支援者によって使用される第２の端末装置と、前記第１
の端末装置と前記第２の端末装置とによるネットワークを介したコミュニケーションを管
理するサーバとを含むコミュニケーションシステムにおけるコミュニケーション管理方法
であって、
　前記第１の端末装置が、
　前記専門家が前記被提供者の訪問を受けてサービスを提供した前記被提供者または前記
支援者に対して、前記専門家に関する情報を含む識別情報を、印刷物または電子情報とし
て出力する識別情報出力ステップと、
　前記識別情報の出力を受けた前記被提供者または前記支援者との前記ネットワークを介
したコミュニケーションに関する処理を実行する第１のコミュニケーションステップと、
を含み、
　前記第２の端末装置が、
　前記識別情報に基づいて、前記サーバに、前記被提供者に関する前記専門家との前記ネ
ットワークを介したコミュニケーションの場の開設を要求する開設要求ステップと、
　前記識別情報によって表される前記専門家との前記ネットワークを介したコミュニケー
ションに関する処理を実行する第２のコミュニケーションステップと、を含み、
　前記サーバが、
　前記第２の端末装置から送信された前記ネットワークを介したコミュニケーションの場
の開設の要求に応じて、前記被提供者または前記支援者と前記専門家との前記ネットワー
クを介したコミュニケーションの場を開設する開設ステップと、
　前記ネットワークを介したコミュニケーションの場における前記被提供者または前記支
援者と前記専門家とのコミュニケーションを管理するコミュニケーション管理ステップと
、
　前記第２の端末装置から送信された前記ネットワークを介したコミュニケーションの場
の開設の要求により特定される前記被提供者、前記支援者及び前記専門家を、事実行為に
より関係の正当性が担保されたメンバーとして管理するメンバー管理ステップと、を含み
、
　前記サーバは、前記事実行為により関係の正当性が担保されたメンバーからの要求に応
じて、前記開設ステップにおいて、前記事実行為により関係の正当性が担保されたメンバ
ー以外の人物に関する前記専門家との前記ネットワークを介したコミュニケーションの場
を開設すると共に、前記コミュニケーション管理ステップにおいて、当該人物を事実行為
により関係の正当性を担保する状態へ促す情報を前記第１の端末装置または前記第２の端
末装置の少なくとも一方に送信することを特徴とするコミュニケーション管理方法。
【請求項１１】
　専門家によって使用される第１の端末装置と、専門家によるサービスの提供を受ける被
提供者または被提供者を支援する支援者によって使用される第２の端末装置と、前記第１
の端末装置と前記第２の端末装置とによるネットワークを介したコミュニケーションを管
理するサーバとを含むコミュニケーションシステムにおけるサーバとして機能するコンピ
ュータに、
　前記専門家が対面してサービスを提供した前記被提供者または前記支援者に対して、前
記第１の端末装置によって印刷物または電子情報として出力された前記専門家と当該被提
供者または当該支援者とを関連付けるための識別情報に基づいて、前記第２の端末装置か
ら送信された前記ネットワークを介したコミュニケーションの場の開設の要求に応じて、
前記被提供者または前記支援者と前記専門家との前記ネットワークを介したコミュニケー
ションの場を開設する開設機能と、
　前記ネットワークを介したコミュニケーションの場における前記被提供者または前記支
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援者と前記専門家とのコミュニケーションを管理するコミュニケーション管理機能と、
　前記第２の端末装置から送信された前記ネットワークを介したコミュニケーションの場
の開設の要求により特定される前記被提供者、前記支援者及び前記専門家を、事実行為に
より関係の正当性が担保されたメンバーとして管理するメンバー管理機能と、を実現させ
、
　前記事実行為により関係の正当性が担保されたメンバーからの要求に応じて、前記開設
機能によって、前記事実行為により関係の正当性が担保されたメンバー以外の人物に関す
る前記専門家との前記ネットワークを介したコミュニケーションの場を開設すると共に、
前記コミュニケーション管理機能によって、当該人物を事実行為により関係の正当性を担
保する状態へ促す情報を前記第１の端末装置または前記第２の端末装置の少なくとも一方
に送信することを特徴とするプログラム。
【請求項１２】
　専門家によって使用される第１の端末装置と、専門家によるサービスの提供を受ける被
提供者または被提供者を支援する支援者によって使用される第２の端末装置と、前記第１
の端末装置と前記第２の端末装置とによるネットワークを介したコミュニケーションを管
理するサーバとを含むコミュニケーションシステムにおけるサーバとして機能するコンピ
ュータに、
　前記専門家が前記被提供者の訪問を受けてサービスを提供した前記被提供者または前記
支援者に対して、前記第１の端末装置によって印刷物または電子情報として出力された前
記専門家に関する情報を含む識別情報に基づいて、前記第２の端末装置から送信された前
記ネットワークを介したコミュニケーションの場の開設の要求に応じて、前記被提供者ま
たは前記支援者と前記専門家との前記ネットワークを介したコミュニケーションの場を開
設する開設機能と、
　前記ネットワークを介したコミュニケーションの場における前記被提供者または前記支
援者と前記専門家とのコミュニケーションを管理するコミュニケーション管理機能と、
　前記第２の端末装置から送信された前記ネットワークを介したコミュニケーションの場
の開設の要求により特定される前記被提供者、前記支援者及び前記専門家を、事実行為に
より関係の正当性が担保されたメンバーとして管理するメンバー管理機能と、を実現させ
、
　前記事実行為により関係の正当性が担保されたメンバーからの要求に応じて、前記開設
機能によって、前記事実行為により関係の正当性が担保されたメンバー以外の人物に関す
る前記専門家との前記ネットワークを介したコミュニケーションの場を開設すると共に、
前記コミュニケーション管理機能によって、当該人物を事実行為により関係の正当性を担
保する状態へ促す情報を前記第１の端末装置または前記第２の端末装置の少なくとも一方
に送信することを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コミュニケーションシステム、サーバ、コミュニケーション管理方法及びプ
ログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザ同士がネットワーク上で会話を行うチャット等、ネットワークを用いたコ
ミュニケーションシステムが利用されている。
　例えば、チャットの場合、チャットルームと呼ばれるコミュニケーションの場を開設者
が開設し、チャットルームに招待されたユーザがチャットに参加可能となる。
　また、チャットルームが開設される場合、特定のテーマが設定され、そのテーマに関連
するユーザや興味を有するユーザが招待される。
　ここで、近年、医療の現場においても、ネットワークを用いたコミュニケーションを利
用する試みが行われており、医療サービスの質の向上等が図られている。
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　例えば、特許文献１には、患者、家族、医師、看護婦等のチーム内での職種間の情報共
有、テレコミュニケーション、テレモニタリングの各機能を統合する技術が開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－０９１２２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載された技術では、システム管理者から権限を与えられ
た者がチームのメンバーとしてシステムに登録される。この場合、登録されるチームのメ
ンバーが患者や被介護者に対する関係者であるか否かは、システム管理者の判断に依存す
る。
　一方、医療の現場において、患者や被介護者の情報を共有するメンバーは、適切な関係
者（即ち、患者や被介護者と直接の関係を有する者）に限定されることが望ましい。
　そのため、特許文献１に記載の技術のように、システム管理者の判断に依存してメンバ
ーを登録する場合、患者や被介護者の適切な関係者ではないメンバーが登録される可能性
がある。特に、患者や被介護者は、登録されるメンバーの適否を判断できないこともあり
、患者や被介護者を中心としながら、適切な関係者を登録して情報を共有することは容易
ではない。これは、患者や被介護者の情報を共有するためのチャットルームにメンバーを
招待する場合も同様である。さらに、このような状況は、医療のみならず、種々の専門家
によるサービスを受ける場合に共通するものである。
　このように、ネットワークを用いたコミュニケーションを行う従来の技術においては、
専門家のサービスを受ける主体に関して、情報を共有する関係者を適切に関連付けること
が困難であった。
【０００５】
　本発明の課題は、専門家のサービスを受ける主体に関して、ネットワークを用いたコミ
ュニケーションを行う際に、情報を共有する関係者をより適切に関連付けることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様のコミュニケーションシステムは、
　専門家によって使用される第１の端末装置と、専門家によるサービスの提供を受ける被
提供者または被提供者を支援する支援者によって使用される第２の端末装置と、前記第１
の端末装置と前記第２の端末装置とによるネットワークを介したコミュニケーションを管
理するサーバとを含むコミュニケーションシステムであって、
　前記第１の端末装置は、
　前記専門家が対面してサービスを提供した前記被提供者または前記支援者に対して、前
記専門家と当該被提供者または当該支援者とを関連付けるための識別情報を、印刷物また
は電子情報として出力する識別情報出力手段と、
　前記識別情報によって前記専門家と関連付けられている前記被提供者または前記支援者
との前記ネットワークを介したコミュニケーションに関する処理を実行する第１のコミュ
ニケーション手段と、を備え、
　前記第２の端末装置は、
　前記識別情報に基づいて、前記サーバに、前記被提供者に関する前記専門家との前記ネ
ットワークを介したコミュニケーションの場の開設を要求する開設要求手段と、
　前記識別情報によって前記被提供者または前記支援者と関連付けられている前記専門家
との前記ネットワークを介したコミュニケーションに関する処理を実行する第２のコミュ
ニケーション手段と、を備え、
　前記サーバは、



(8) JP 6754130 B2 2020.9.9

10

20

30

40

50

　前記第２の端末装置から送信された前記ネットワークを介したコミュニケーションの場
の開設の要求に応じて、前記被提供者または前記支援者と前記専門家との前記ネットワー
クを介したコミュニケーションの場を開設する開設手段と、
　前記ネットワークを介したコミュニケーションの場における前記被提供者または前記支
援者と前記専門家とのコミュニケーションを管理するコミュニケーション管理手段と、を
備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、専門家のサービスを受ける主体に関して、ネットワークを用いたコミ
ュニケーションを行う際に、情報を共有する関係者をより適切に関連付けることができる
。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態に係るコミュニケーションシステム１のシステム構成を示す
図である。
【図２】コミュニケーションシステム１において関連付けられる主体間の関係性を示す模
式図である。
【図３】サーバ３０によって生成されるチャットルームの画面例を示す模式図である。
【図４】各装置を構成する情報処理装置８００のハードウェア構成を示す図である。
【図５】支援者端末１０の機能的構成を示すブロック図である。
【図６】医療従事者端末２０の機能的構成を示すブロック図である。
【図７】参加申請書の一例を示す模式図である。
【図８】サーバ３０の機能的構成を示すブロック図である。
【図９】医療従事者端末２０が実行する申請書発行処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【図１０】医療従事者端末２０が実行するチャットルーム参加処理の流れを示すフローチ
ャートである。
【図１１】支援者端末１０が実行するチャットルーム開設・招待要求処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【図１２】サーバ３０が実行するチャットルーム開設・招待処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図１３】チャットルーム管理処理の流れを説明するフローチャートである。
【図１４】医療従事者によるチャットルームでの活動状態を判定する活動状態判定処理の
流れを示す図である。
【図１５】支援者が別の患者をテーマとするチャットルームを開設し、医療従事者を招待
した場合に、コミュニケーションシステム１において関連付けられる主体間の関係性を示
す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１０】
　本実施形態に係るコミュニケーションシステム１は、特定の人物をテーマとして、ネッ
トワークを利用したコミュニケーションの場を提供するものであり、仮想空間において、
コミュニケーションの場に関係する人物の正当性を、現実の世界における事実行為を根拠
として担保するものである。
　具体的には、本実施形態においては、患者や被介護者等の支援を受ける対象者（以下、
これらを代表して適宜「患者」と称する。）と、患者を支援する家族等の支援者と、患者
に実際に関わる医師、薬剤師あるいは介護福祉士等の医療・介護の業務を行う者（以下、
適宜「医療従事者」と称する。）とが関係するコミュニケーションの場（ここでは、チャ
ットとする。）が提供される。
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【００１１】
　このとき、コミュニケーションシステム１では、仮想空間においてチャットルームにメ
ンバーを招待する従来の方法と異なり、例えば、患者を伴って支援者が医療機関を受診し
たことをもって患者と支援者との関係の正当性が担保され、患者及び支援者と医療従事者
との対面による直接的なコミュニケーションをもって、患者及び支援者と医療従事者との
関係の正当性が担保される。さらに、コミュニケーションシステム１では、医療従事者か
ら支援者に発行されたコミュニケーションの場への参加申請書に基づいて、支援者が医療
従事者をコミュニケーションの場へ招待することで、コミュニケーションの場に参加する
医療従事者の患者に対する関係の正当性が担保される。
　したがって、仮想空間におけるコミュニケーションの場であっても、現実の世界におけ
る事実行為に基づく関係性によって、参加者の正当性が担保されるため、医療関係のサー
ビス等、専門家のサービスを受ける主体に関して、情報を共有する関係者をより適切に関
連付けることが可能となる。
　以下、具体的な構成について説明する。
【００１２】
［コミュニケーションシステム１のシステム構成］
　図１は、本発明の一実施形態に係るコミュニケーションシステム１のシステム構成を示
す図である。なお、図１においては、コミュニケーションシステム１において、参加者の
正当性の根拠となる事実行為を併せて示している。
　また、図２は、コミュニケーションシステム１において関連付けられる主体間の関係性
を示す模式図である。
　以下、図２を適宜参照しながら、コミュニケーションシステム１の構成を説明する。
　図１に示すように、コミュニケーションシステム１は、支援者端末１０と、医療従事者
端末２０と、サーバ３０と、ネットワーク４０とを含んで構成される。
【００１３】
　支援者端末１０は、患者（例えば、子供Ａ）を支援する支援者（例えば、子供Ａの親Ｂ
）によって使用され、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）あるいはスマートフ
ォン等の情報処理装置によって構成される。
　支援者端末１０を使用する支援者は、患者に同伴して、医療機関を受診する。このとき
、患者の診療等のために、健康保険証が医療機関に提示され、患者と支援者との関係が医
療機関において確認される。患者と支援者とが医療機関を受診したことは、医療機関にお
けるレセプトコンピュータ等の管理システム（以下、「医療機関内システム」と称する。
）に受診情報として登録されるため、これにより、事実行為に基づいて患者と支援者との
関係の正当性が担保された情報が生成される（図２の根拠（１）参照）。
【００１４】
　また、支援者端末１０を使用する支援者は、患者に同伴して支援者が医療機関を受診し
た際に、医療従事者端末２０によって発行された参加申請書を受け取る。そして、支援者
端末１０を使用する支援者は、支援者端末１０によって、参加申請書に表された識別情報
（２次元コード等に符号化された医療従事者のプロフィール及び患者情報）を読み取り、
識別情報を復号化した情報と共に患者をテーマとするチャットルームの開設要求をサーバ
３０に送信する。これにより、サーバ３０において、患者をテーマとするチャットルーム
が開設され、開設されたチャットルームに参加申請書を発行した医療従事者（例えば、医
師Ｘ）が招待される。
【００１５】
　さらに、支援者端末１０を使用する支援者は、チャットルームに開設者として参加し、
招待した医療従事者とテーマである患者についてチャットを行う。なお、本実施形態にお
いて、チャットルームの開設者である支援者がメンバーから脱退した場合にも、他にメン
バーが存在していれば、サーバ３０においてチャットルームは存続される。
【００１６】
　医療従事者端末２０は、支援者が同伴する患者の診療を行う医師等の医療従事者によっ
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て使用され、ＰＣあるいはタブレット端末等の情報処理装置によって構成される。
　医療従事者端末２０を使用する医療従事者は、支援者に同伴されて患者が医療機関を受
診した際に、患者を診療し、患者及び支援者に対して、患者の健康状態に関する診療結果
を伝達する。
【００１７】
　このとき、医療従事者端末２０を使用する医療従事者は、自身を識別するプロフィール
（氏名及び連絡先等）と患者を識別する患者情報（氏名、住所及び生年月日等）とを符号
化した識別情報（２次元コード等）を表した参加申請書を印刷し、患者に同伴している支
援者に手渡す。患者情報については、医療機関内システムにおける受診情報（あるいは受
診情報と関連する電子カルテ等）を参照して取得したり、医療従事者が患者に直接確認し
ながら入力したりすることができる。この識別情報が支援者端末１０に読み取られること
により、上述のように、サーバ３０を介して、医療従事者端末２０を使用する医療従事者
が患者をテーマとするチャットルームに招待される。即ち、参加申請書において、医療従
事者のプロフィールと患者情報とが識別情報として印刷されていることにより、患者と、
その医療従事者とが直接的に対面したこと（診療等）が担保される（図２の根拠（２）参
照）。また、参加申請書に識別情報として表された医療従事者のプロフィールが支援者に
手渡されることにより、支援者と、その医療従事者とが直接的に対面したことが担保され
る（図２の根拠（３）参照）。このように、患者を診療した医療従事者と、患者及び支援
者とが対面による直接的なコミュニケーションを行うという事実行為に基づいて、医療従
事者と患者及び支援者との関係の正当性が担保される。
　また、医療従事者端末２０を使用する医療従事者は、患者に同伴している支援者が開設
したチャットルームに招待され、テーマである患者についてチャットを行う。
【００１８】
　サーバ３０は、参加申請書に付された識別情報を復号化した情報と共に、患者をテーマ
とするチャットルームの開設要求を支援者端末１０から受信する。そして、サーバ３０は
、患者をテーマとするチャットルームを開設すると共に、識別情報を復号化した情報に表
されている医療従事者の医療従事者端末２０に、チャットルームへの招待のための情報を
送信する。これにより、医療従事者と、その医療従事者が診療の際に対面による直接的な
コミュニケーションを行った患者とを、事実行為に基づく関係の正当性を担保しつつ、仮
想空間において関連付けることができる。
【００１９】
　なお、サーバ３０が患者をテーマとするチャットルームを開設する際に、医療機関内シ
ステムから当該患者と支援者とが医療機関を受診したことを示す受診情報の存在を確認す
る処理を実行することとしてもよい。これにより、テーマとなる患者とチャットルームを
開設する支援者との関係の正当性がより確実に担保される。
　また、サーバ３０は、開設したチャットルームへのメンバーのログイン及びログアウト
を管理すると共に、チャットルームの画面を生成し、ログインしているメンバーから発言
があった場合に、チャットルームの画面に逐次発言を表示する。
【００２０】
　図３は、サーバ３０によって生成されるチャットルームの画面例を示す模式図である。
　なお、図３においては、医療従事者端末２０における画面例を示しており、子供Ａをテ
ーマとするチャットルームが「子供Ａのチーム」というタイトルを付して開設されている
。
　図３に示すように、支援者端末１０によって患者である子供Ａをテーマとするチャット
ルームの開設要求が行われた場合、子供Ａをテーマとするチャットルームが開設されると
共に、子供Ａの支援者である親Ｂと、親Ｂに参加申請書を発行した医療従事者である医師
Ｘとが、メンバーとしてチャットに参加を許可される。図３に示す例では、子供Ａをテー
マとするチャットルームに、親Ｂ及び医師Ｘの他、医師Ｙ及び看護師Ｚが参加している状
態を示している。また、図３に示す例では、チャットルームに参加しているメンバーが、
他のメンバーがチャットルームにログインした後、直ちに見て欲しいメッセージ等につい
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ては、画面右上に示す「チームに見て欲しいこと」というメニュー表示に直接リンクされ
ている。また、図３に示すように、チャットの発言内容として、テキストによる発言に加
え、子供Ａの外傷の写真等、画像の投稿も受け付けられ、チャットルームにおいて、画像
を参照したチャットも可能となっている。
　なお、図３において、医療従事者である医師Ｘは、複数のチャットルームに招待されて
おり、子供Ａをテーマとするチャットルーム以外に、医師Ｘが招待されているチャットル
ームが一覧として選択可能に表示されている。
【００２１】
［ハードウェア構成］
　次に、コミュニケーションシステム１における各装置のハードウェア構成を説明する。
　コミュニケーションシステム１において、各装置はＰＣ等の情報処理装置によって構成
され、その基本的構成は同様である。
【００２２】
　図４は、各装置を構成する情報処理装置８００のハードウェア構成を示す図である。
　図４に示すように、各装置を構成する情報処理装置８００は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）８１１と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）８１２と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）８１３と、バス
８１４と、入力部８１５と、出力部８１６と、記憶部８１７と、通信部８１８と、ドライ
ブ８１９と、撮像部８２０と、を備えている。
【００２３】
　ＣＰＵ８１１は、ＲＯＭ８１２に記録されているプログラム、または、記憶部８１７か
らＲＡＭ８１３にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。
　ＲＡＭ８１３には、ＣＰＵ８１１が各種の処理を実行する上において必要なデータ等も
適宜記憶される。
【００２４】
　ＣＰＵ８１１、ＲＯＭ８１２及びＲＡＭ８１３は、バス８１４を介して相互に接続され
ている。バス８１４には、入力部８１５、出力部８１６、記憶部８１７、通信部８１８、
ドライブ８１９及び撮像部８２０が接続されている。
【００２５】
　入力部８１５は、各種釦等で構成され、指示操作に応じて各種情報を入力する。
　出力部８１６は、ディスプレイやスピーカ等で構成され、画像や音声を出力する。
　なお、情報処理装置８００がスマートフォンやタブレット端末として構成される場合に
は、入力部８１５と出力部８１６のディスプレイとを重ねて配置し、タッチパネルを構成
することとしてもよい。
　記憶部８１７は、ハードディスクあるいはＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等で構成され、各サーバで管理される各種データを記憶す
る。
　通信部８１８は、ネットワークを介して他の装置との間で行う通信を制御する。
【００２６】
　ドライブ８１９には、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、あるいは半導体メ
モリ等よりなる、リムーバブルメディア８３１が適宜装着される。ドライブ８１９によっ
てリムーバブルメディア８３１から読み出されたプログラムは、必要に応じて記憶部８１
７にインストールされる。
　撮像部８２０は、レンズ及び撮像素子等を備えた撮像装置によって構成され、被写体の
デジタル画像を撮像する。
　なお、情報処理装置８００がサーバ３０として構成される場合には、撮像部８２０を省
略した構成とすることも可能である。
【００２７】
［機能的構成］
　次に、コミュニケーションシステム１における各装置の機能的構成について説明する。
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［支援者端末１０の機能的構成］
　図５は、支援者端末１０の機能的構成を示すブロック図である。
　図５に示すように、支援者端末１０は、識別情報取得部５１と、開設要求送信部５２と
、発言送信部５３と、チャット画面表示部５４と、を備えている。
　識別情報取得部５１は、医療従事者端末２０によって発行された参加申請書に表されて
いる識別情報を読み取り、識別情報を復号化した情報（医療従事者のプロフィール及び患
者情報）を取得する。
【００２８】
　開設要求送信部５２は、識別情報を復号化した情報と共に患者をテーマとするチャット
ルームの開設要求をサーバ３０に送信する。なお、このとき、セキュリティを向上させる
ために、開設要求送信部５２は、チャットルームの開設要求を行う者の正当性を確認する
ための認証情報（例えば、患者の誕生日等、識別情報を復号化した情報の一部等）の入力
を求めることとしてもよい。
　発言送信部５３は、患者を支援する支援者によって入力された発言をサーバ３０に送信
する。
　チャット画面表示部５４は、サーバ３０から送信されるチャットルームの画面をディス
プレイに表示する。
【００２９】
［医療従事者端末２０の機能的構成］
　図６は、医療従事者端末２０の機能的構成を示すブロック図である。
　図６に示すように、医療従事者端末２０は、識別情報生成部６１と、識別情報出力部６
２と、招待情報取得部６３と、発言送信部６４と、チャット画面表示部６５と、を備えて
いる。
　識別情報生成部６１は、医療従事者端末２０を使用する医療従事者のプロフィール（氏
名及び連絡先等）と、患者を識別する患者情報（氏名、住所及び生年月日等）とを取得し
、これらを符号化した識別情報を生成する。
【００３０】
　識別情報出力部６２は、識別情報生成部６１によって生成された識別情報を、医療従事
者が患者の支援者にチャットルームへの参加を申請するための参加申請書の一部として紙
媒体に印刷する。なお、参加申請書は、印刷によって紙媒体で支援者に手渡すことの他、
医療従事者端末２０から支援者端末１０にデータとして送信することも可能である。
【００３１】
　図７は、参加申請書の一例を示す模式図である。
　図７に示すように、参加申請書には、「参加申請書」のタイトル、患者あるいは支援者
に対する医療従事者からの依頼事項、及び、参加申請書を発行した医療従事者自身を識別
するプロフィール（氏名及び連絡先等）と患者を識別する患者情報（氏名、住所及び生年
月日等）とが符号化された識別情報（２次元コード）が印刷されている。
　図７に示す識別情報をコミュニケーションシステム１が配信するアプリケーションをイ
ンストールした端末装置で読み取ると、サーバ３０に、識別情報として表されている患者
をテーマとするチャットルームを開設する開設要求が送信されると共に、識別情報として
表されている医療従事者をそのチャットルームに招待する指示が行われる。
【００３２】
　招待情報取得部６３は、サーバ３０から医療従事者端末２０を使用する医療従事者に、
チャットルームへの招待のための情報が送信された場合に、その情報が示すチャットルー
ムのテーマとなっている患者名及び招待者名（ここでは、患者の支援者名）を取得し、こ
れら患者名及び招待者名と共に、チャットルームへの招待を受信した旨をディスプレイに
表示する。このようにチャットルームへの招待が行われた場合、招待情報取得部６３は、
医療従事者端末２０を使用する医療従事者の指示に応じて、招待されたチャットルームへ
のログインを実行する。これにより、チャットルームに招待された医療従事者は、チャッ
トルームにおけるチャットに参加可能となる。
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【００３３】
　発言送信部６４は、医療従事者端末２０を使用する医療従事者によって入力された発言
をサーバ３０に送信する。
　チャット画面表示部６５は、サーバ３０から送信されるチャットルームの画面をディス
プレイに表示する。
【００３４】
［サーバ３０の機能的構成］
　図８は、サーバ３０の機能的構成を示すブロック図である。
　図８に示すように、チャットルーム開設部７１と、招待情報送信部７２と、メンバー管
理部７３と、チャット管理部７４と、を備えている。
　チャットルーム開設部７１は、支援者端末１０からチャットルームの開設要求を受信し
た場合に、開設要求と共に送信される識別情報を復号化した情報における患者情報を参照
し、その患者をテーマとするチャットルームを開設する。
【００３５】
　招待情報送信部７２は、開設要求と共に送信される識別情報を復号化した情報における
医療従事者のプロフィールを参照し、その医療従事者が使用する医療従事者端末２０にチ
ャットルームへの招待のための情報を送信する。
　メンバー管理部７３は、チャットルームに参加を許可されたメンバーを識別して管理す
る。本実施形態において、チャットルームの開設を要求した支援者は、チャットルームの
開設者としてチャットルームへの参加が許可され、チャットルームの開設要求と共にプロ
フィールが送信された医療従事者もチャットルームへの参加が許可される。その他、開設
者が任意に招待したメンバーに対しても、チャットルームへの参加を許可することとして
もよい。
【００３６】
　チャット管理部７４は、チャットルームにおいて、メンバーが発言した内容を記憶部８
１７に逐次記憶すると共に、発言内容を反映させたチャットルームの画面を生成し、チャ
ットルームのメンバーの端末（支援者端末１０あるいは医療従事者端末２０等）に画面を
表示するためのデータを逐次送信する。
【００３７】
［動作］
　次に、コミュニケーションシステム１の動作を説明する。
　本実施形態においては、医療従事者が所属する医療機関あるいは医療従事者がコミュニ
ケーションシステム１への登録を事前に行い、サーバ３０による認証を経た状態となって
いる。サーバ３０による認証を経ると、医療従事者が使用する医療従事者端末２０によっ
てチャットルームへの参加申請書を発行可能な状態となる。
　以下、コミュニケーションシステム１における各装置の動作を説明する。
【００３８】
［医療従事者端末２０の処理］
　図９は、医療従事者端末２０が実行する申請書発行処理の流れを示すフローチャートで
ある。
　申請書発行処理は、医療従事者端末２０の入力部８１５を介して申請書発行処理の実行
が指示入力されることに対応して開始される。
【００３９】
　申請書発行処理が開始されると、ステップＳ１において、識別情報生成部６１は、医療
従事者のプロフィール及び受診している患者の患者情報を取得する。
　ステップＳ２において、識別情報生成部６１は、医療従事者のプロフィール及び患者情
報を符号化した識別情報を生成する。
　ステップＳ３において、識別情報出力部６２は、生成された識別情報を、医療従事者が
患者の支援者にチャットルームへの参加を申請するための参加申請書の一部として紙媒体
に印刷する。
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　ステップＳ３の後、申請書発行処理は終了となる。
【００４０】
　次に、医療従事者端末２０が実行するチャットルーム参加処理について説明する。
　図１０は、医療従事者端末２０が実行するチャットルーム参加処理の流れを示すフロー
チャートである。
　チャットルーム参加処理は、サーバ３０から医療従事者端末２０にチャットルームへの
招待のための情報が送信されることに対応して開始される。
　チャットルーム参加処理が開始されると、ステップＳ１１において、招待情報取得部６
３は、チャットルームのテーマとなっている患者名及び招待者名を取得し、これら患者名
及び招待者名と共に、チャットルームへの招待を受信した旨をディスプレイに表示する。
【００４１】
　ステップＳ１２において、招待情報取得部６３は、医療従事者端末２０を使用する医療
従事者の指示に応じて、招待されたチャットルームへのログインを実行する。
　ステップＳ１３において、チャット画面表示部６５は、サーバ３０から送信されるチャ
ットルームの画面をディスプレイに表示する。このように表示されたチャットルームの画
面において、医療従事者端末２０を使用する医療従事者は、発言送信部６４を介して、自
身の発言をサーバ３０に送信することができる。なお、チャットルームの画面は、チャッ
トルームにおけるメンバーの発言に応じて逐次更新され、最新の画面がサーバ３０から送
信される。
　ステップＳ１３の後、処理を終了させる指示入力に応じて、チャットルーム参加処理は
終了となる。
　なお、医療従事者端末２０を使用する医療従事者は、チャットルームにログインするこ
とで、逐次、チャットルームにおけるチャットに参加できる。
【００４２】
［支援者端末１０の処理］
　図１１は、支援者端末１０が実行するチャットルーム開設・招待要求処理の流れを示す
フローチャートである。
　チャットルーム開設・招待要求処理は、支援者端末１０の入力部８１５を介してチャッ
トルーム開設・招待処理の実行が指示入力されることに対応して開始される。
【００４３】
　チャットルーム開設・招待要求処理が開始されると、ステップＳ２１において、識別情
報取得部５１は、医療従事者によって発行された参加申請書に表されている識別情報を読
み取り、識別情報を復号化する。これにより、識別情報として符号化された医療従事者の
プロフィール及び患者情報が取得される。
　ステップＳ２２において、開設要求送信部５２は、識別情報を復号化した情報と共に患
者をテーマとするチャットルームの開設要求をサーバ３０に送信する。
【００４４】
　ステップＳ２３において、チャット画面表示部５４は、サーバ３０から送信されるチャ
ットルームの画面をディスプレイに表示する。このように表示されたチャットルームの画
面において、支援者端末１０を使用する支援者は、発言送信部５３を介して、自身の発言
をサーバ３０に送信することができる。なお、チャットルームの画面は、チャットルーム
におけるメンバーの発言に応じて逐次更新され、最新の画面がサーバ３０から送信される
。
　ステップＳ２３の後、処理を終了させる指示入力に応じて、チャットルーム開設・招待
要求処理は終了となる。
　なお、支援者端末１０を使用する支援者は、チャットルームにログインすることで、逐
次、チャットルームにおけるチャットに参加できる。
【００４５】
［サーバ３０の処理］
　図１２は、サーバ３０が実行するチャットルーム開設・招待処理の流れを示すフローチ



(15) JP 6754130 B2 2020.9.9

10

20

30

40

50

ャートである。
　チャットルーム開設・招待処理は、チャットルームの開設が受け付けられている間、サ
ーバ３０において繰り返し実行される。
【００４６】
　チャットルーム開設・招待処理が開始されると、ステップＳ３１において、チャットル
ーム開設部７１は、支援者端末１０からチャットルームの開設要求を受信する。
　ステップＳ３２において、チャットルーム開設部７１は、チャットルームの開設要求と
共に送信される患者情報を参照し、その患者をテーマとするチャットルームを開設する。
　ステップＳ３３において、招待情報送信部７２は、チャットルームの開設要求と共に送
信される医療従事者のプロフィールを参照し、その医療従事者が使用する医療従事者端末
２０にチャットルームへの招待のための情報を送信する。
　ステップＳ３３の後、チャットルーム開設・招待処理が繰り返される。
【００４７】
　次に、サーバ３０が実行するチャットルーム管理処理について説明する。
　図１３は、チャットルーム管理処理の流れを説明するフローチャートである。
　チャットルーム管理処理は、チャットルームが開設された場合に開始され、各チャット
ルームを個別に管理するために実行される。
【００４８】
　チャットルーム管理処理が開始されると、ステップＳ４１において、メンバー管理部７
３は、メンバーによるチャットルームへのログインがあるか否かの判定を行う。
　メンバーによるチャットルームへのログインがある場合、ステップＳ４１においてＹＥ
Ｓと判定されて、処理はステップＳ４２に移行する。
　一方、メンバーによるチャットルームへのログインがない場合、ステップＳ４１におい
てＮＯと判定されて、処理はステップＳ４３に移行する。
【００４９】
　ステップＳ４２において、メンバー管理部７３は、ログインを行ったメンバーをチャッ
トルームに入室した状態（発言が許可された状態）に設定する。
　ステップＳ４３において、チャット管理部７４は、チャットルームのメンバーによる発
言があるか否か（発言を受信したか否か）の判定を行う。
　チャットルームのメンバーによる発言がある場合、ステップＳ４３においてＹＥＳと判
定されて、処理はステップＳ４４に移行する。
　一方、チャットルームのメンバーによる発言がない場合、ステップＳ４３においてＮＯ
と判定されて、処理はステップＳ４５に移行する。
【００５０】
　ステップＳ４４において、チャット管理部７４は、発言内容を反映させたチャットルー
ムの画面を生成し、チャットルームのメンバーの端末に画面を表示するためのデータを逐
次送信する。なお、メンバーが発言した内容は履歴として逐次記憶される。
　ステップＳ４５において、メンバー管理部７３は、メンバーによるチャットルームから
のログアウトがあるか否かの判定を行う。
　メンバーによるチャットルームからのログアウトがある場合、ステップＳ４５において
ＹＥＳと判定されて、処理はステップＳ４６に移行する。
　一方、メンバーによるチャットルームからのログアウトがない場合、ステップＳ４５に
おいてＮＯと判定されて、処理はステップＳ４７に移行する。
【００５１】
　ステップＳ４６において、メンバー管理部７３は、ログアウトを行ったメンバーをチャ
ットルームから退室した状態に設定する。
　ステップＳ４７において、メンバー管理部７３は、チャットルームが終了（閉鎖）され
る条件に合致しているか否かの判定を行う。本実施形態においては、チャットルームのメ
ンバーが全て脱退（メンバーの権限を喪失）した場合に、そのチャットルームが終了され
る条件に合致したものと判定される。



(16) JP 6754130 B2 2020.9.9

10

20

30

40

50

　チャットルームが終了（閉鎖）される条件に合致している場合、ステップＳ４７におい
てＹＥＳと判定されて、チャットルーム管理処理は終了となる。
　一方、チャットルームが終了（閉鎖）される条件に合致していない場合、ステップＳ４
７においてＮＯと判定されて、処理はステップＳ４１に移行する。
【００５２】
　以上のように、本実施形態に係るコミュニケーションシステム１では、患者を伴って支
援者が医療機関を受診したことをもって患者と支援者との関係の正当性が担保され、患者
及び支援者と医療従事者との対面による直接的なコミュニケーションをもって、患者及び
支援者と医療従事者との関係の正当性が担保される。さらに、コミュニケーションシステ
ム１では、医療従事者から支援者に発行されたコミュニケーションの場への参加申請書に
基づいて、支援者が医療従事者をコミュニケーションの場へ招待することで、コミュニケ
ーションの場に参加する医療従事者の患者に対する関係の正当性が担保される。
　したがって、仮想空間におけるコミュニケーションの場であっても、現実の世界におけ
る事実行為に基づく関係性によって、参加者の正当性が担保されるため、医療関係のサー
ビス等、専門家のサービスを受ける主体に関して、情報を共有する関係者をより適切に関
連付けることが可能となる。
【００５３】
［変形例１］
　上述の実施形態において、サーバ３０が記憶しているチャットルームの履歴を用いて、
医療従事者による患者あるいは支援者とのコミュニケーションの分析を行うこととしても
よい。
　例えば、サーバ３０におけるチャット管理部７４が、チャットルームにおける医療従事
者の発言の頻度（活動状態）や内容等を分析し、患者あるいは支援者とのコミュニケーシ
ョンが適切に行われているか否かを判定することができる。
【００５４】
　図１４は、医療従事者によるチャットルームでの活動状態を判定する活動状態判定処理
の流れを示す図である。
　活動状態判定処理は、各医療従事者について、参加しているチャットルーム毎に実行さ
れ、所定の期間毎（例えば、１日おき等）に実行される。
　活動状態判定処理が開始されると、ステップＳ５１において、チャット管理部７４は、
チャットルームの発言の履歴のデータを取得する。
【００５５】
　ステップＳ５２において、チャット管理部７４は、医療従事者の発言の頻度及び内容を
分析する。具体的には、チャット管理部７４は、（１）支援者の発言の頻度に対して、医
療従事者の発言の頻度が基準よりも低くないか、（２）支援者の最後の発言が質問形式で
ある場合に、医療従事者が回答する発言を行っているか、（３）医療従事者が他の医療従
事者とのみチャットする頻度が基準よりも高くないか、といった分析を行う。
　ステップＳ５３において、チャット管理部７４は、医療従事者の発言の頻度及び内容を
分析した結果を、医療従事者が使用する医療従事者端末２０に送信する。
　医療従事者は、このように送信された分析結果を確認し、チャットルームにおける自身
の活動状態を改善することができる。また、医療従事者端末２０におけるチャットルーム
の画面において、医療従事者が招待されているチャットルームの一覧を、その医療従事者
が発言を行っていない期間が長いチャットルームの順に並べ替えたり、支援者等の質問に
対して回答を行っていないチャットルームを識別して表示（赤色の枠で囲む等）したりす
ることとしてもよい。
【００５６】
　なお、チャットルームにおいて、医療従事者が発言すべき頻度として、発言間隔の上限
を設定しておき、サーバ３０が医療従事者に発言を促すこととしてもよい。この場合、患
者の状況（例えば、傷病の種類、症状の経過時期（急性期、回復期、慢性期等）、副作用
の好発時期であるか否か）に応じて、サーバ３０が医療従事者に発言を促すタイミングを
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異ならせることとしてもよい。例えば、急性期には２日を発言間隔の上限として発言を促
す、慢性期には１週間を発言間隔の上限として発言を促すといったことが可能である。
【００５７】
［変形例２］
　上述の実施形態において、支援者が医療従事者に対し、患者の家族等の別の患者につい
て相談する場合、支援者がその別の患者をテーマとするチャットルームを開設し、医療従
事者を招待することとしてもよい。
　この場合、他の患者は医療機関を受診していない状態となる可能性があり、医療従事者
とテーマとなっている他の患者とは対面による事実行為によって関係の正当性が担保され
ていないこととなる。
【００５８】
　図１５は、支援者が別の患者をテーマとするチャットルームを開設し、医療従事者を招
待した場合に、コミュニケーションシステム１において関連付けられる主体間の関係性を
示す模式図である。
　なお、図１５においては、図２に示す各主体に対して、別の患者として親Ｂの義父Ｄを
テーマとするチャットルームが開設された場合の主体間の関係性を示している。
　図１５に示すように、医療機関を受診していない義父Ｄをテーマとしてチャットルーム
が開設され、医療従事者が招待された場合、義父Ｄの支援者である親Ｂ、別の患者である
義父Ｄ及び医療従事者である医師Ｘの関係において、少なくとも医師Ｘと義父Ｄとは対面
による事実行為によって関係の正当性が担保されていない状態となる（図１５中の破線で
示される関係）。なお、親Ｂと義父Ｄとは、他の医療機関を受診した記録がある場合等に
は、サーバ３０がその記録を取得可能であれば、関係の正当性が担保された状態となる。
【００５９】
　このように関係の正当性が一部担保されていない主体間のチャットルームが開設された
場合、コミュニケーションシステム１において、関係の正当性を担保するよう事実行為（
医療機関の受診）を促しつつ、チャットによるコミュニケーションの場を提供することが
できる。
　具体的には、サーバ３０のチャットルーム開設部７１は、支援者端末１０からの別の患
者（義父Ｄ）をテーマとするチャットルームの開設要求を受信すると、医療従事者（医師
Ｘ）と別の患者（義父Ｄ）との関係の正当性が担保されていないことを前提として、別の
患者（義父Ｄ）をテーマとするチャットルームを開設する。
　招待情報送信部７２は、開設要求と共に送信される医療従事者（医師Ｘ）を特定する情
報を参照し、その医療従事者（医師Ｘ）が使用する医療従事者端末２０にチャットルーム
への招待のための情報を送信する。これに応答して、医療従事者端末２０の招待情報取得
部６３は、チャットルームのテーマとなっている別の患者名（義父Ｄの氏名）及び招待者
名（親Ｂの氏名）を取得し、これら患者名及び招待者名と共に、チャットルームへの招待
を受信した旨をディスプレイに表示する。これにより、医療従事者（医師Ｘ）は、別の患
者（義父Ｄ）をテーマとするチャットルームにログインすることが可能となる。
　メンバー管理部７３は、チャットルームのテーマとなっている患者（義父Ｄ）と招待さ
れた医療従事者（医師Ｘ）との関係の正当性が担保されていないことを示す情報（以下、
「正当性未確認情報」と称する。）を付加して、チャットルームに参加を許可されたメン
バーを識別して管理する。
【００６０】
　この後、チャット管理部７４は、チャットルームにおいて、メンバーが発言した内容を
記憶部８１７に逐次記憶すると共に、発言内容を反映させたチャットルームの画面を生成
し、チャットルームのメンバーの端末（支援者端末１０あるいは医療従事者端末２０等）
に画面を表示するためのデータを逐次送信する。このとき、チャット管理部７４は、正当
性未確認情報に基づいて、チャットルームの画面において、患者（義父Ｄ）と招待された
医療従事者（医師Ｘ）との関係の正当性が担保されていないことを示すメッセージ、及び
、患者（義父Ｄ）が医療従事者（医師Ｘ）の医療機関を受診するよう促すメッセージを逐
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次表示する。
　これにより、支援者は、既に関係の正当性が担保されている医療従事者に、別の患者に
関する相談を気軽に行うことができる。また、医療従事者は、既に関係の正当性が担保さ
れている患者に関係する別の患者（家族等）の診療を行う機会を得ることができる。即ち
、医療従事者は、特定の患者を契機として、その患者に関係する他の患者を含むかかりつ
け医となる機会を得ることができる。
　この場合、コミュニケーションシステム１を医療機関の予約システム等と連携させるこ
とにより、医療機関の受診を促されている患者（義父Ｄ）の受診予約を行うこととしても
よい。
【００６１】
　なお、上述の実施形態及び変形例において、参加申請書の識別情報には、実体的な情報
を含めないこととしてもよい。例えば、参加申請書の発行時に、医療従事者端末２０が、
サーバ３０に対して、医療従事者と患者とが関連付けられたことを通知し、サーバ３０が
生成した固有のＵＲＬを医療従事者端末２０が受信することにより、そのＵＲＬを識別情
報に符号化して参加申請書を発行することとしてもよい。この場合、支援者端末１０が識
別情報を読み取ってＵＲＬにアクセスすると、医療従事者と患者とが関連付けられたこと
が実際に確認される。また、ＵＲＬの他、実体情報を含まない固有の暗号化情報をサーバ
３０が発行し、この暗号化情報をキーとしてサーバ３０がアクセスを受け付けることによ
っても、同様の機能を実現することができる。
　また、実体情報を暗号化した上で、参加申請書に識別情報として印刷することとしても
よい。この場合、支援者端末１０あるいはサーバ３０において、実体情報を復号化するた
めの情報を予め取得しておくことで、実体情報を参照することが可能となる。
　これらの場合、参加申請書に情報を印刷する上でのセキュリティをより高めることがで
きる。
【００６２】
　また、上述の実施形態及び変形例において、支援者あるいは医療従事者がチャットルー
ムを閲覧する時刻をサーバ３０が日常的に取得しておき、支援者あるいは医療従事者に情
報を発信する場合に、支援者あるいは医療従事者それぞれの閲覧のパターンに基づいて、
認識される可能性の高いタイミングで情報を発信することとしてもよい。例えば、患者が
チャットルームを閲覧する時間帯が、平日はおおよそ午前８時から午前９時、午後１２時
から午後１時及び午後７時から午後１０時というデータがサーバ３０によって取得されて
いる場合に、患者の平日における昼食後の服薬に関するリマインドは、午前８時から午前
９時の時間帯に行うよう設定することができる。これにより、患者は、確実に前もってリ
マインドの内容を認識することができるため、昼食時にチャットルームを閲覧したものの
、勤務先等で服用すべき薬剤を所持しておらず、リマインドが有効でなくなるといった事
態を抑制することができる。
【００６３】
　以上のように、本実施形態に係るコミュニケーションシステム１は、支援者端末１０（
第２の端末装置）と、医療従事者端末２０（第１の端末装置）と、サーバ３０（サーバ）
とを備える。
　医療従事者端末２０は、識別情報出力部６２（識別情報出力手段）と、発言送信部６４
及びチャット画面表示部６５（第１のコミュニケーション手段）とを備える。
　識別情報出力部６２は、医療従事者（専門家）が対面してサービスを提供した患者（被
提供者）または患者の家族等の支援者に対して、医療従事者と患者または支援者とを関連
付けるための識別情報を、印刷物または電子情報として出力する。
　発言送信部６４及びチャット画面表示部６５は、識別情報によって医療従事者と関連付
けられている患者または支援者とのネットワークを介したコミュニケーション（例えば、
チャット）に関する処理を実行する。
　支援者端末１０は、開設要求送信部５２（開設要求手段）と、発言送信部５３及びチャ
ット画面表示部５４（第２のコミュニケーション手段）とを備える。
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　開設要求送信部５２は、識別情報に基づいて、サーバ３０に、患者に関する医療従事者
とのネットワークを介したコミュニケーションの場の開設を要求する。
　発言送信部５３及びチャット画面表示部５４は、識別情報によって患者または支援者と
関連付けられている医療従事者とのネットワークを介したコミュニケーションに関する処
理を実行する。
　サーバ３０は、チャットルーム開設部７１と、チャット管理部７４とを備える。
　チャットルーム開設部７１は、支援者端末１０から送信されたネットワークを介したコ
ミュニケーションの場の開設の要求に応じて、患者または支援者と医療従事者とのネット
ワークを介したコミュニケーションの場を開設する。
　チャット管理部７４は、ネットワークを介したコミュニケーションの場における患者ま
たは支援者と医療従事者とのコミュニケーションを管理する。
　このような構成により、コミュニケーションシステム１では、患者または支援者と医療
従事者との対面によるサービスの提供をもって、患者または支援者と医療従事者との関係
の正当性が担保される。また、コミュニケーションシステム１では、医療従事者から患者
または支援者に発行された識別情報に基づいて、患者または支援者がコミュニケーション
の場の開設を要求することで、コミュニケーションの場に参加する医療従事者の患者また
は支援者に対する関係の正当性が担保される。
　したがって、仮想空間におけるコミュニケーションの場であっても、現実の世界におけ
る事実行為に基づく関係性によって、参加者の正当性が担保されるため、医療関係のサー
ビス等、専門家のサービスを受ける主体に関して、情報を共有する関係者をより適切に関
連付けることが可能となる。
【００６４】
　サーバ３０は、招待情報送信部７２を備える。
　招待情報送信部７２は、支援者端末１０からネットワークを介したコミュニケーション
の場の開設の要求を受信した場合に、当該ネットワークを介したコミュニケーションの場
に医療従事者を招待するための招待情報を、医療従事者端末２０に送信する。
　医療従事者端末２０は、招待情報取得部６３を備える。
　招待情報取得部６３は、招待情報を取得し、医療従事者の指示に応じて、招待情報によ
って招待されたコミュニケーションの場に参加するための処理を実行する。
　このような構成により、医療従事者から患者または支援者に発行された識別情報に基づ
いて、患者または支援者が医療従事者をコミュニケーションの場へ招待することで、コミ
ュニケーションの場に参加する医療従事者の患者または支援者に対する関係の正当性を担
保することができる。
【００６５】
　サーバ３０は、メンバー管理部７３を備える。
　メンバー管理部７３は、支援者端末１０から送信されたネットワークを介したコミュニ
ケーションの場の開設の要求により特定される被提供者、支援者及び専門家を、事実行為
により関係の正当性が担保されたメンバーとして管理する。
　このような構成により、仮想空間におけるコミュニケーションの場であっても、現実の
世界における事実行為に基づく関係性によって正当性を担保しつつ、参加者を管理するこ
とができる。
【００６６】
　サーバ３０は、事実行為により関係の正当性が担保されたメンバーからの要求に応じて
、チャットルーム開設部７１によって、事実行為により関係の正当性が担保されたメンバ
ー以外の人物に関する医療従事者とのネットワークを介したコミュニケーションの場を開
設すると共に、チャット管理部７４によって、当該人物を事実行為により関係の正当性を
担保する状態へ促す情報を医療従事者端末２０または支援者端末１０の少なくとも一方に
送信する。
　このような構成により、支援者は、既に関係の正当性が担保されている医療従事者に、
別の患者に関する相談を気軽に行うことができる。また、医療従事者は、既に関係の正当
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性が担保されている患者に関係する別の患者（家族等）の診療を行う機会を得ることがで
きる。
【００６７】
　サーバ３０は、医療従事者端末２０によって医療従事者と患者または支援者とが関連付
けられたことに対応して固有の暗号化情報を生成して医療従事者端末２０に送信する。
　医療従事者端末２０は、サーバ３０から受信した暗号化情報を識別情報出力部６２によ
って識別情報として出力する。
　これにより、識別情報におけるセキュリティをより高めることができる。
【００６８】
　サーバ３０は、ネットワークを介したコミュニケーションの場における患者または支援
者と医療従事者とのコミュニケーションの状態を分析し、医療従事者に関する分析結果を
医療従事者端末２０に送信する。
　これにより、医療従事者は、送信された分析結果を確認し、コミュニケーションの場に
おける自身の活動状態を改善することができる。
【００６９】
　サーバ３０は、ネットワークを介したコミュニケーションの場における予め設定された
発言間隔の上限に基づいて、医療従事者の発言頻度を分析する。
　これにより、医療従事者による発言が、発言間隔の上限に鑑みて適切な発言頻度となっ
ているか否かを分析することができる。
【００７０】
　なお、本発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成でき
る範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　例えば、上述の実施形態において、チャットルームの履歴を、テーマとなっている患者
に関する支援の履歴として利用することとしてもよい。即ち、患者が介護を要する老人等
である場合に、主体間の関係の正当性が担保されたチャットルームにおけるチャットの履
歴を参照することで、その支援者が患者を実際に介護していることを証明することができ
る。
【００７１】
　また、上述の実施形態において、患者、支援者及び医療従事者の関係の正当性を担保す
る場合を例に挙げて説明したが、これに限られない。例えば、本発明は、患者と医療従事
者との関係の正当性を担保する場合に適用することができる。この場合、医療従事者が参
加申請書を患者に手渡し、患者が使用するスマートフォン等の端末によって、参加申請書
の識別情報を読み取ることで、上述の実施形態と同様に、その患者をテーマとするチャッ
トルームを開設することができる。そして、患者と医療従事者とが、関係の正当性を担保
された状態で、チャットルームにおいてコミュニケーションを行うことができる。
【００７２】
　また、上述の実施形態において、チャットの発言内容として、テキスト及び写真等の画
像の投稿が受け付けられる場合を例に挙げて説明したが、これに限られない。即ち、チャ
ットの発言内容として、動画等の各種ファイルの投稿が受け付けられる構成としてもよい
。この場合、例えば、支援者は、患者が咳をしている動画を投稿することができ、医療機
関を受診した際には症状が一時的に治まっている場合等にも、医療従事者による適切な診
断を行うことが可能となる。
【００７３】
　また、上述の実施形態において、患者、支援者及び医療従事者を対象として、本発明を
適用する場合を例に挙げて説明したが、これに限られない。即ち、本発明は、種々の専門
家、専門家のサービスの提供を受ける主体、及び、その支援者を対象として適用すること
ができる。例えば、本発明は、歯科医師、獣医師、美容師、ネイリストあるいは建築家等
の専門家と、そのサービスを受ける主体、及び、その支援者を対象として適用することが
できる。
【００７４】
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　上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるし、ソフトウェア
により実行させることもできる。
　換言すると、機能的構成は例示に過ぎず、特に限定されない。即ち、上述した一連の処
理を全体として実行できる機能がコミュニケーションシステム１を構成するいずれかのコ
ンピュータに備えられていれば足り、この機能を実現するためにどのような機能ブロック
を用いるのかは特に示した例に限定されない。
　また、１つの機能ブロックは、ハードウェア単体で構成してもよいし、ソフトウェア単
体で構成してもよいし、それらの組み合わせで構成してもよい。
【００７５】
　また、上述した一連の処理を実行するためのプログラムを含む記録媒体は、ユーザにプ
ログラムを提供するために装置本体とは別に配布されるリムーバブルメディアにより構成
されるだけでなく、装置本体に予め組み込まれた状態でユーザに提供される記録媒体等で
構成される。
【００７６】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前述した実施形態に限るもので
はない。また、本実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙
したに過ぎず、本発明による効果は、本実施形態に記載されたものに限定されるものでは
ない。
【符号の説明】
【００７７】
１　コミュニケーションシステム、１０　支援者端末、２０　医療従事者端末、３０　サ
ーバ、４０　ネットワーク、５１　識別情報取得部、５２　開設要求送信部、５３　発言
送信部、５４　チャット画面表示部、６１　識別情報生成部、６２　識別情報出力部、６
３　招待情報取得部、６４　発言送信部、６５　チャット画面表示部、７１　チャットル
ーム開設部、７２　招待情報送信部、７３　メンバー管理部、７４　チャット管理部、８
００　情報処理装置、８１１　ＣＰＵ、８１２　ＲＯＭ、８１３　ＲＡＭ、８１４　バス
、８１５　入力部、８１６　出力部、８１７　記憶部、８１８　通信部、８１９　ドライ
ブ、８２０　撮像部、８３１　リムーバブルメディア
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